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第第第第 12121212 期期期期    第第第第 1111 回回回回男女平等参画推進審議会議事録男女平等参画推進審議会議事録男女平等参画推進審議会議事録男女平等参画推進審議会議事録（（（（要旨要旨要旨要旨）））） 

開 催 日 時 平成２５年７月３日（水）午前９時～１０時 

開 催 場 所 立川市役所 ２０２会議室 

出 席 者 

酒井美恵子、金城由紀、小林章子、佐藤良子、中村陽子、片野勧、笹浪真智

子、二場美由紀 

事務局（部長以下４名） 

傍 聴 者 なし 

議 事 １１１１    辞令伝達辞令伝達辞令伝達辞令伝達    

２２２２    市長市長市長市長のののの挨拶挨拶挨拶挨拶    

３３３３    総合政策部長総合政策部長総合政策部長総合政策部長のののの挨拶挨拶挨拶挨拶    

４４４４    事務局事務局事務局事務局職員職員職員職員紹介紹介紹介紹介    

５５５５    会長及会長及会長及会長及びびびび副会長副会長副会長副会長のののの選任選任選任選任    

会長には小林章子さん、副会長には露木肇子さんを選任した。 

６６６６    会長会長会長会長のののの挨拶挨拶挨拶挨拶    

７７７７    委員自己紹介委員自己紹介委員自己紹介委員自己紹介    

８８８８    議事議事議事議事    

協議事項協議事項協議事項協議事項    

    ・・・・会議会議会議会議のののの公開公開公開公開についてについてについてについて    

・・・・「「「「立川市第立川市第立川市第立川市第 5555 次男女平等参画推進計画次男女平等参画推進計画次男女平等参画推進計画次男女平等参画推進計画」」」」実施状況報告実施状況報告実施状況報告実施状況報告につにつにつにつ

いていていていて（（（（諮問諮問諮問諮問））））    

・・・・立川市第立川市第立川市第立川市第 6666 次男女平等参画推進計画次男女平等参画推進計画次男女平等参画推進計画次男女平等参画推進計画のののの策定策定策定策定にににに当当当当たってのたってのたってのたっての

基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方についてについてについてについて（（（（諮問諮問諮問諮問））））    

・その・その・その・その他他他他    

    

会長      それでは議事に入ります。議題をまとめまして、諮問及び

その説明を一括してお願いします。 

男女平等参画課長 はい。まず、総合政策部長から、市長を代理しまして、

審議会会長に諮問書をお渡しいたします。 

まず、「立川市第 5次男女平等参画推進計画」実施状況報

告についてご説明します。立川市では、男女平等参画の施

策を推進するために、計画を策定し、全庁的に推進してい

ます。この計画が、「立川市第 5次男女平等参画推進計画」
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であります。お手元にある冊子の4ページをご覧ください。

計画の期間は平成 22年度から平成 26年度までの 5年間と

なっています。この計画には、78個の事業計画が策定され

ており、市の各部署が推進を行っております。この各部署

が行った事業で、平成 24年度の事業成果を、現在男女平

等参画課において取りまとめ、13の施策ごとの自己評価を

行い、8 月下旬に、各委員様のご自宅に郵送する予定であ

ります。9 月から年内でご審議いただき、12月ごろに答申

案をまとめ、1 月に答申をいただければ幸いでございます。

なお、平成 23年度の実施状況報告書をご参考までに添付

いたしました。 

最初の諮問につきましては以上であります。 

 続きまして、2件目の諮問、「立川市第 6次男女平等参画推

進計画の策定に当たっての基本的な考え方についてご説

明いたします。ただいまご説明申し上げた第 5 次男女平等

参画推進計画は、平成 22年度にスタートし、平成 26 年度

をもって終了いたします。したがいまして、平成 27 年度

から始まる次の 5 年間に付きまして、第 6次計画として策

定することになりますが、この計画をどのような内容とす

るのか、その基本的な考え方についてご審議いただき、答

申をお願いするものであります。 

 この際に、重要な点がございます。現在、第 5次計画の主

要テーマの 3 番目として位置付けられています「配偶者か

らの暴力の防止」の課題につきまして、このまま男女平等

参画推進計画の中の 1 項目としておいたほうがいいのか、

それとも、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に

関する法律」に定めた「市町村基本計画」として独自に定

めるほうがよいのかということです。まずこの点について

ご審議いただき、11 月を目途にご意見をいただくことがで

きれば幸いでございます。 

また、第 6次計画全体につきましては、その基本的な考え

方につきまして、審議会としてのご意見を年度末までに答

申いただきますようお願い申し上げるものでございます。 

 なお、諮問書に記載いたしました 4 つの事項は、第 5次計

画の主要テーマになっている事項でございますが、この内

容につきまして、あるいは別の視点から男女平等参画を推
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進すべき事項につきまして、ご審議いただきますようお願

い申し上げます。説明は以上でございます。 

 なお、前回の審議会のようにグループ分けをするかどう

か、その他内容に関するご質問は、9 月の審議会から行っ

ていただくのがよろしいかと思います。 

会長      それでは、ただいまの諮問をいただきましたので、審議会

としてこれを受理するということでよろしいでしょうか。 

        24 年度の年次報告につきましては、8 月末に市から報告書

が各委員に届きますので、これに基づいて 12 月まで審議

し、1月に答申を行う。第 6 次計画につきましては、11 月

に配偶者暴力防止に関する事項を独自に策定したほうが

よいのかどうかについて報告する。そして、3 月までに、

次期計画の大きな施策内容について答申する、という方向

で今後の審議を進めてまいりたいと思います。委員の皆様

のご協力をお願いします。 

        ここまでで、ご意見 ご質問はありませんか。 

        それでは次回の日程に移ります。 

        事務局から提案をお願いします。 

事務局     昨年度の例では、毎月１回程度、夜間の開催ということで

した。今年度は、本日を含めて年間 8 回、9月から毎月 1

回の開催を予定しております。 

        9 月の日程でございますが、二通り提案いたします。 

        場所は女性総合センター5階の会議室で、 

        ① 9 月  5 日木曜日 19時から 

② 9 月 12 日木曜日 19時から 

どちらかを考えております。よろしくお願いします。 

会長      いかがでしょうか。 

一同協議 

総合政策部長  それでは事務局のほうでご欠席の方にも連絡をとりまし

て、多いほうで日程を決めさせていただいて、早急に皆様

にご連絡させていただくということでよろしいでしょう

か。 

        一同了承 

委員 A     今後の開催予定について、曜日と時間帯は決めたほうが予

定を取りやすいのですが。 

男女平等参画課長 木曜日の夜7時からアイムで開催というところは固定し
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ます。 

会長      それでは、次回の日程については、事務局のほうで欠席の

方にも伺って、決めてください。それから 12 月までの候

補も出していただくということでよろしいでしょうか。 

        次回は、審議の進め方やチーム編成その他、内容審議等進

めていければと思います。 

        他に何かございますか。 

委員 B     資料はどれくらい前までに送っていただけますか。 

男女平等参画課長 出来るだけ早く送れるようにいたします。少なくとも 1

週間前までにはお手元に届くようにいたします。 

会長      他にはよろしいでしょうか。それでは本日はこれで終わり

ます。今後ともどうぞよろしくお願いします。 

 

 


